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法
人
会
と
は

　

正
し
い
税
知
識
を
身
に
つ
け
た
い
。
も
っ
と
積
極
的
な
経
営
を
め
ざ
し

た
い
。
社
会
の
役
に
立
ち
た
い
。
そ
ん
な
経
営
者
の
皆
さ
ん
を
支
援
す
る

全
国
組
織
、
そ
れ
が
法
人
会
で
す
。
現
在
、
約
75
万
社
の
会
員
企
業
、
41

都
道
府
県
に
4
4
0
の
会
を
擁
す
る
団
体
で
す
。

　

税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
貢
献
は
も
と
よ
り
、
会
員
の
研

鑽
を
支
援
す
る
各
種
の
研
修
会
、
ま
た
、
地
域
振
興
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
健
全
な
納
税
者

の
団
体
、
よ
き
経
営
者
を
め
ざ
す
も
の
の
団
体
、
こ
れ
が
法
人
会
で
す
。

法
人
会
の
理
念

法
人
会
は
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

企
業
の
発
展
を
支
援
し　

地
域
の
振
興
に
寄
与
し

国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る

経
営
者
の
団
体
で
あ
る

出
雲
横
田
駅
（
木
次
線
）



－１－

飯南支部  松田署長による講演の様子 木次地区

加茂地区 掛合・吉田地区

　支部活動として11月～2月にかけ、雲南市支部（5地区）、奥出雲支部、飯南支部それぞれの地
区で研修会を開催しました。研修会は、大東税務署 松田顕彦署長より「税務行政の現在、過去、未
来」の演題で講演いただきました。島根県大
田市ご出身との自己紹介の後、島根県内の税
務署の推移、税種目の推移など詳しく説明い
ただきました。また、納税者の利便性の向上
に繋がる税務手続きのデジタル化など税務行
政の将来像についてもお話いただき聴講者は
熱心に耳を傾けていました。
　次に、崎間総務課長からは金融機関や税務
署等の窓口に行く必要のないキャッシュレス
納付の説明や、パソコンやスマートフォンで
のオンラインでできる手続きについてご説明
いただきました。

支部・地区研修会を開催支部・地区研修会を開催

　11月、大東税務署にご協力いただき、雲南市（会場：三刀屋
交流センター）・奥出雲町（会場：カルチャープラザ仁多）・
飯南町（会場：飯南町商工会本所）の各地区において税知識の
理解と普及を目的とした実務担当者向けの税務研修会を開催し
ました。研修は「年末調整について」の映像を視聴後、大東税
務署日原上席国税調査官より主な変更点や年末調整の電子化、
間違いやすい点などわかりやすく説明いただき、参加者はメモ
を取りながら熱心に耳を傾けていました。

税務研修会を開催税務研修会を開催

　「税を考える週間」における税の啓発活動として、雲南管内
の小学6年生に税の啓発本「おじいさんの赤いつぼ」と「租税
教育用下敷き」を贈呈しました。啓発本と下敷きは雲南市、奥
出雲町、飯南町の各教育委員会へ贈呈し各学校に配付していた
だきました。税の啓発本はマンガでわかりやすい内容になって
おり、租税教室や税の絵はがきコンクールとともに、子どもた
ちが税の重要性やしくみなど理解を深めるきっかけになればと
思います。租税教育用下敷きは、雲南税務関連五団体連絡協議
会が作成したものです。

税の啓発本「おじいさんの赤いつぼ」「租税教育用下敷き」を贈呈税の啓発本「おじいさんの赤いつぼ」「租税教育用下敷き」を贈呈

活動報告
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　11月10日、社会貢献活動の一環として奥出雲町の「三成
公園」で青年部会員他24名が参加し清掃活動を実施しまし
た。休日には町内外から多くの家族連れが訪れる公園の駐
車場や公園内のごみ拾いをし、利用される方が気持ちよく
過ごしていただけるよう活動しました。コロナ禍で3年振
りの開催となりましたが、今後も地域の活性化の一助とな
るよう活動していきたいと思います。
　また、清掃活動終了後、場所を奥出雲ワイルドグランピ
ングに移動し親睦会を開催しました。懇親会の前に、全国
青年の集い沖縄大会で健康経営大賞のファイナリストとして発表される㈱きこり代表取締役 大高賢
二氏の壮行会を開催し皆で健闘を祈りました。

奉仕活動、親睦会を開催奉仕活動、親睦会を開催

　2月6日、島根県法人会連合会青年部会連絡協議会研修会が、大田市温泉津町の路庵で開催され、
当法人会青年部会からは5名が参加しました。
　研修会は、西念寺寺庭（住職の妻）を努めながら、ゲストハウス、コインランドリー、旅する
キッチンを運営しておられる、㈱WATOWA代表取締役 近江雅子氏による講演会がありました。東
京から温泉津にＪターンされ、懐かしさの残る街並みにある古民家を改装し温泉津の自然、地域の
魅力を活かしながら展開しておられる数々の事業を紹介いただきました。なんだかほっとする田舎
での暮らしに価値観を見出し訪れる方も多いのだと感じました。次に、SUKIMONO㈱代表取締役 
平下茂親氏の講演もあり、ゲストハウスの見学もさせていただきました。
　その後、県法連青年部会連絡協議会と青年の集い健康経営大賞受賞報告会があり、㈱きこり代表
取締役  大高賢二氏の発表の後懇親会へと移りました。

青年部会連絡協議会研修会に参加青年部会連絡協議会研修会に参加

　11月24～25日に開催されました、全国青年の集い沖縄
大会「健康経営大賞2022㏌沖縄」で、当会青年部会の㈱
きこり代表取締役  大高賢二氏が部会員企業部門において
みごと最優秀賞を受賞されました。部会員企業部門では、
約170社のエントリーがあり5社がファイナリストとして
選出され会場で事例発表がありました。㈱きこりさんで
は、日頃から専門家と連携して会社での職業病予防に取
り組んでおられ、その活動や成果を発表いただきました。

株式会社きこり代表取締役 大高賢二氏

健康経営大賞最優秀賞受賞おめでとうございます。

株式会社きこり代表取締役 大高賢二氏

健康経営大賞最優秀賞受賞おめでとうございます。

青年部活動報告
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　11月2日、三刀屋こども園において5歳児15名の参加で租税教育用紙芝居をしました。6月に開催
した女性部会税務研修会で、大東税務署より園児に対する租
税教育について説明を受け、今後女性部会で取組みしていく
こととなり、今年度は児童の反応をみるため1園での開催を
しました。園児に対する租税教育は「きっかけ編」として、
お互いが助け合うことの大切さを税の紙芝居などを通して税
を知るきっかけをつくることを目的にしています。馴染みの
あるキャラクターの登場する税の紙芝居を園児は興味深く真
剣な眼差しで見ていました。
　来年度は、開催園を増やし取組みしていきたいと思います。

　園児対象の租税教室紙芝居を実施　園児対象の租税教室紙芝居を実施

　女性部会では、10月18日に大東税務署で行われた「税に
関する絵はがきコンクール」作品展示準備に参加しました。
今年度は雲南管内の小学校から424点の応募があり、作品を
展示パネルに貼り付けしました。作品は、「税を考える週
間」に各地域のショッピングセンターや交流センターなど
で展示され地域の方々にも見ていただきました。
　　

「税に関する絵はがきコンクール」展示準備に参加「税に関する絵はがきコンクール」展示準備に参加

　12月8日、島根県法人会連合会女性部会連絡協議会が、
益田市の料亭上田で開催され、当法人会女性部会からは都
間部会長他3名で参加しました。
　始めに開催された理事会では仲佐会長の挨拶の後、各単
位会より活動状況の発表がありました。どの単位会も租税
教育活動、社会貢献活動など活発に活動しておられ、今後
の部会活動に参考になるものでした。
　会議終了後には、縁あって益田市にＩターンされた、高
津川リバービア㈱代表取締役 上床絵理氏による講演会があ
りました。益田市の高津地区の古民家の一部を改装してクラフトビールの醸造、販売をしておられ、
2023年3月には「クラフト酒場 高角」をグランドオープン予定とのことでした。起業の経緯や地域
に根ざしたものづくりをコンセプトに高津川流域の特産品を副材料として醸造されるクラフトビー
ルのお話しなどパワーを感じました。講演後、高津川リバービアを見学させていただき充実した有
意義な時間を過ごすことができました。

女性部会連絡協議会研修会に参加女性部会連絡協議会研修会に参加

女性部活動報告
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《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告

島根県審査員会特別賞

島根県審査員会特別賞

雲南青色申告会連合会長賞

公益社団法人雲南法人会長賞

雲南地区納税貯蓄組合連合会長賞

雲南地区租税教育推進協議会代表幹事賞

大東税務署長賞

島根県東部県民センター所長賞

雲南市長賞

奥出雲町長賞

飯南町長賞

雲南市教育長賞

奥出雲町教育長賞

飯南町教育長賞

雲南市青色申告会長賞

奥出雲町青色申告会長賞

飯南町青色申告会長賞

公益社団法人雲南法人会雲南市支部長賞

公益社団法人雲南法人会奥出雲支部長賞

公益社団法人雲南法人会飯南支部長賞

奥出雲町立馬木小学校

奥出雲町立八川小学校

飯南町立頓原小学校

雲南市立加茂小学校

雲南市立三刀屋小学校

雲南市立加茂小学校

雲南市立阿用小学校

雲南市立阿用小学校

雲南市立鍋山小学校

奥出雲町立三沢小学校

飯南町立赤名小学校

雲南市立田井小学校

奥出雲町立布勢小学校

飯南町立頓原小学校

雲南市立斐伊小学校

奥出雲町立三成小学校

飯南町立来島小学校

雲南市立大東小学校

奥出雲町立三沢小学校

飯南町立赤名小学校

藤原菜緒美 さん

佐藤みのり さん

橋村　　遥 さん

舟木　佳穂 さん

名原　有咲 さん

嘉本　麗央 さん

荒木　志隆 さん

鳥谷　美宇 さん

渡部　胡音 さん

山崎　　花 さん

三上　　麗 さん

和泉　奏美 さん

宇田川心結 さん

渡辺　陽南 さん

足立　麗衣 さん

田部　彩七 さん

三島　紅芭 さん

福島朱々音 さん

吉川　翔竜 さん

安田紗里奈 さん

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

　
法
人
会
で
は
租
税
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
、
小
学
生
の
「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
」
の
作
品
募
集
、
パ
ネ
ル
展
準
備
、
表
彰
等
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
雲
南
管
内
28
の
小
学
校
か
ら
計
4
2
4
点
の
応
募
が
あ
り
、
雲
南
地
区
審
査
会
、

島
根
県
審
査
会
に
お
い
て
下
記
の
と
お
り
特
別
賞
受
賞
者
が
決
定
し
ま
し
た
。

◆ 島根県審査会　受賞者

◆ 雲南地区審査会　特別賞受賞者

島根県審査員会特別賞
馬木小　藤原 菜緒美さん

島根県審査員会特別賞
八川小　佐藤 みのりさん

雲南青色申告会連合会長賞
頓原小　橋村　 遥さん

公益社団法人雲南法人会長賞
加茂小　舟木 佳穂さん

雲南地区納税貯蓄組合連合会長賞
三刀屋小　名原 有咲さん

雲南地区租税教育推進協議会代表幹事賞
加茂小　嘉本 麗央さん

大東税務署長賞
阿用小　荒木 志隆さん

島根県東部県民センター所長賞
阿用小　鳥谷 美宇さん

賞　　名 学校名 学年 氏名

賞　　名 学校名 学年 氏名

第24回
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永年の功績をたたえ
令和４年度納税表彰

大東税務署長表彰

大森　晃一郎氏［㈲大森商事］
理事

大東税務署長感謝状

吉川　朋実氏［㈲吉川工務店］
青年部会副部会長

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告

奥 出 雲 町
雲　南　市
雲　南　市
奥 出 雲 町
奥 出 雲 町
奥 出 雲 町
奥 出 雲 町
飯　南　町
雲　南　市
雲　南　市
雲　南　市
飯　南　町
雲　南　市
雲　南　市
雲　南　市
雲　南　市
奥 出 雲 町
奥 出 雲 町
飯　南　町
雲　南　市
奥 出 雲 町

Ｒ4.5.9
Ｒ4.5.10
Ｒ4.5.13
Ｒ4.5.16
Ｒ4.5.19
Ｒ4.5.26
Ｒ4.5.27
Ｒ4.5.31
Ｒ4.5.31
Ｒ4.6.3
Ｒ4.6.7
Ｒ4.6.8
Ｒ4.6.9
Ｒ4.6.14
Ｒ4.6.21
Ｒ4.6.23
Ｒ4.6.27
Ｒ4.6.29
Ｒ4.6.30
Ｒ4.7.8
Ｒ4.7.11

小川 和彦 
櫻井 伸一 
佐々木晃久・岩佐 智好・藤原 史典
八澤 豊幸・金山 健太
絲原 丈嗣 
佐藤 和彦 
石原誠太郎・八澤 豊幸
大森晃一郎・谷口 新吾
藤原 史典 
中澤 太輔 
大高 賢二・難波 篤史・小林 泰造
長谷川孝志 
岩佐 智好・塩野 　大
高岡 裕司 
松尾 　透 
塩野 　大 
安部 智晃 
内田 一聡 
後藤 幹司 
都間ゆかり 
吉川 朋実 

鳥 上 小 学 校
木 次 小 学 校
大 東 小 学 校
阿 井 小 学 校
横 田 小 学 校
高 尾 小 学 校
布 勢 小 学 校
頓 原 小 学 校
海 潮 小 学 校
掛 合 小 学 校
寺 領 小 学 校
赤 名 小 学 校
西 小 学 校
吉 田 小 学 校
三刀屋小学校
阿 用 小 学 校
八 川 小 学 校
三 成 小 学 校
来 島 小 学 校
鍋 山 小 学 校
馬 木 小 学 校

納  貯
青 申 会
法 人 会
納  貯
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会
法 人 会

開　　　催　　　校 開 催 日 担当団体 講　師

雲　南　市
雲　南　市
雲　南　市
雲　南　市

Ｒ4.7.8
Ｒ4.7.13
Ｒ5.2.9
Ｒ5.2.17

中澤 太輔 
松前 光朋・藤原 清文
高岡 裕司 
小林 泰造 

掛 合 中 学 校
海 潮 中 学 校
吉 田 中 学 校
木 次 中 学 校

法 人 会
税理士会
法 人 会
法 人 会

開　　　催　　　校 開 催 日 担当団体 講　師

雲　南　市 Ｒ4.11.2 都間ゆかり三刀屋こども園 法 人 会
開　　　催　　　校 開 催 日 担当団体 講　師

（小学校）

（中学校）

（幼児園）

　今年度の租税教室は、雲南
税務関連五団体連絡協議会が
小学校21校、中学校４校、幼
児園１園を担当し、内小学校
18校、中学校３校、幼児園１
園を雲南法人会の役員、青年
部会、女性部会の皆さんを中
心に講師を務めていただき開
催しました。
　開催校は次のとおりです。

租
税
教
室

開
催
報
告

　11月16日、「税を考える週間」に合わせ、大東税務署会議室において令和４年度納税表彰式
（大東税務署主催）が盛大に挙行されました。管内を中心に税務行政の運営や納税に関する啓発
活動等を行う団体において、その活動に多大な功績を収められた方に対し毎年行われています。
　当会からも次の２名の方が法人会活動について高く評価され表彰を受けられました。
　受賞された皆様にはその功績を称えるとともに、今後の更なるご活躍を祈念いたします。



－6－

　11月30日、地方自治体に対して提言活動を行いました。伊藤会長、加藤税制委員長が雲南市長石飛厚
志氏および雲南市議会議長 佐藤隆司氏を訪問し「令和5年度税制改正に関する提言書」を提出しました。

ー 令和5年度税制改正に関する提言 ー

行動する法人会行動する法人会《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告

公  明  党
税制改正要望等に関するヒアリング

11月７日

財政・金融部会長 上田　　勇 氏  他 

自由民主党
予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業関係）

11月１日

財政・金融・証券関係団体委員長
中山　展宏 氏 他 

国民民主党
税制改正要望ヒアリング

11月７日

税制調査会長 大塚　耕平 氏 他 

立憲民主党
税制改正要望ヒアリング

10月19日

財務金融部門長 階　　猛 氏 他 

全法連では、令和５年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。
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《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告

自由民主党
11月18日

税制調査会長 宮沢　洋一 氏 

日本維新の会
11月16日

財政金融部会長 住吉　寛紀 氏他 

国  税  庁
表敬訪問　12月７日

長　　官
次　　長
課税部長

阪田　　渉 氏
星屋　和彦 氏
堀内　　斉 氏

財  務  省
11月１日

財務副大臣 井上　貴博 氏

左から野坂筆頭副会長、宮沢税制調査会長、田中専務理事

右手前から堀内課税部長、阪田国税庁長官、星屋次長
左手前から飯野税制委員長、小林会長、田中専務理事

左から田中税制副委員長、井上副大臣、飯野税制委員長、
田中専務理事

右側　川窪自治税務局長
左奥から飯野税制委員長、田中専務理事、田中税制副委員長

左から田中税制副委員長、飯野税制委員長、⻆野中小企業庁長官、
田中専務理事

総  務  省
10月27日

自治税務局長 川窪　俊広 氏

中  小  企  業  庁
10月27日

長　　官 ⻆野　然生 氏
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令
和
５
年
度
税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
経
済
再
生
と
財
政
健
全
化
を
目
指
し
、
税
財
政
改
革
の
実
現
を
！

○
適
正
な
負
担
と
給
付
の
重
点
化
・
効
率
化
で
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

○
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
を
！

○
中
小
企
業
に
と
っ
て
事
業
承
継
は
重
要
な
課
題
。
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
を
！

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
（
要
約
）

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告
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《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告
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《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告

　

令
和
4
年
10
月
13
日
、
第
38
回
法
人
会
全
国
大
会

が
千
葉
県
千
葉
市
の
幕
張
メ
ッ
セ
・
幕
張
イ
ベ
ン
ト

ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、
全
国
の
法
人
会
か
ら
約

1
6
5
0
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
当
法
人
会
か

ら
は
、
川
角
副
会
長
と
私
の
2
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

大
会
は
、
第
1
部
で
は
、
キ
ャ
ス
タ
ー
で
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
安
藤
優
子
氏
に
よ
る
「
女
性
が
テ
レ
ビ

で
働
く
と
い
う
こ
と
」
と
題
し
た
記
念
講
演
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
大
物
政
治
家
へ
の
数
多
く
の
取
材

経
験
を
も
と
に
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
生
の
こ

ろ
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
時
、
内
閣
改
造
の
日
に
上
司

か
ら
金
丸
信
さ
ん
を
取
材
し
て
聞
い
て
き
な
さ
い
と

言
わ
れ
自
宅
を
訪
問
し
た
が
、
何
の
経
験
も
な
い
自

分
に
は
何
も
答
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
中
曽
根
前
総
理
に
取
材
さ
せ
て
戴
い
た
と
き

に
は
「
取
材
で
大
切
な
の
は
人
の
意
見
を
よ
く
聞
く

こ
と
、
そ
れ
が
一
番
だ
。
」
と
い
う
事
を
強
く
言
わ
れ

た
と
の
こ
と
で
し
た
。
取
材
で
の
い
ろ
い
ろ
な
経
験

が
今
に
繋
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
さ
す
が

に
現
役
の
キ
ャ
ス
タ
ー
で
す
の
で
飽
き
さ
せ
な
い
素

晴
ら
し
い
講
演
で
し
た
。

　

第
2
部
の
式
典
で
は
、
小
林
栄
三
全
法
連
会
長
挨

拶
の
後
、
阪
田
渉
国
税
庁
長

官
他
よ
り
ご
祝
辞
を
い
た
だ

き
、
そ
の
後
各
種
表
彰
状
の

贈
呈
、
令
和
5
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
の
報
告
、

租
税
教
育
活
動
報
告
、
大
会

宣
言
の
読
み
上
げ
な
ど
が
あ

り
大
会
は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

次
回
の
全
国
大
会
は
、
10

月
18
日
に
群
馬
県
高
崎
市
で

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

11
月
24
・
25
日
と
沖
縄
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
「
第

36
回
法
人
会
全
国
青
年
の
集
い
・
沖
縄
大
会
」
に

部
会
長
の
代
理
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

初
日
は
午
後
か
ら
租
税
教
育
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
12
単
会
、
健
康
経
営
大
賞
5
県
連
と
5
単

会
（
企
業
）
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
、
健

康
経
営
大
賞
に
雲
南
法
人
会
の
株
式
会
社
き
こ
り
・

大
高
賢
二
君
が
約
1
7
0
社
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

5
名
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
発
表
の
応
援
に
駆
け
付

け
る
こ
と
が
最
大
の
目
的
で
し
た
。
会
場
は
沖
縄

ア
リ
ー
ナ
で
非
常
に
大
き
く
、
圧
倒
さ
れ
る
雰
囲

気
の
中
、
素
晴
ら
し
い
プ
レ
ゼ
ン
を
さ
れ
ま
し
た
。

結
果
は
二
日
目
の
大
会
式
典
で
わ
か
り
ま
す
。
ハ

ラ
ハ
ラ
・
ド
キ
ド
キ
の
初
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

租
税
教
育
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
雲
南
法
人

会
で
行
っ
て
い
る
内
容
よ
り
さ
ら
に
各
地
域
で
工

夫
・
改
良
が
な
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
小
中
学
生
に

理
解
を
し
て
も
ら
え
る
か
を
考
え
た
活
動
を
し
て

お
ら
れ
、市
議
会
議
事
堂
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

学
ん
だ
こ
と
を
壇
上
で
市
長
、
議
長
を
お
迎
え
し
、

そ
の
場
で
発
表
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
単
会
、

カ
ー
ド
を
使
い
建
物
に
ど
の
く
ら
い
税
金
が
使
わ

れ
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
街
づ
く
り
を
し
て
い

く
ゲ
ー
ム
的
な
内
容
で
租
税
教
育
を
し
て
い
る
単

会
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
が
我
々
の
今
後
に
参

考
に
な
る
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
れ
を
役
員
会
、

全
体
会
で
協
議
し
活
用
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

二
日
目
、朝
か
ら
部
会
長
サ
ミ
ッ
ト（
円
卓
会
議
）

で
は
「
部
会
員
増
強
と
会
の
活
性
化
」
に
つ
い
て

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。
地
域
に
よ
っ
て

違
う
部
分
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
、
都
会
と
田
舎
の

違
い
、
年
間
行
事
の
違
い
等
様
々
な
点
で
違
い
が

あ
る
中
、
ど
こ
も
部
会
員
の
高
齢
化
と
減
少
に
は

困
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
法
人
会
へ

参
加
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
新
入
会
員

さ
ん
へ
伝
え
、
勧
誘
で
き
る
か
が
一
つ
の
論
点
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
各
地
域
で
取
り
組
ん

で
い
る
内
容
は
、
勉
強
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
今

後
の
活
動
に
活
か
せ
る
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

そ
し
て
午
後
、
大
会
式
典
で
租
税
教
育
活
動
・

健
康
経
営
大
賞
の
結
果
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
健

康
経
営
大
賞
に
出
場
さ
れ
た
株
式
会
社
き
こ
り
・

大
高
賢
二
君
、
み
ご
と
最
優
秀
賞
を
獲
得
さ
れ
、

一
つ
の
記
録
を
残
し
ま
し
た
。
社
内
雰
囲
気
を
経

営
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を

一
番
に
考
え
、
行
動
し
、
社
員
の
ケ
ガ
の
予
防
、

そ
こ
か
ら
売
上
増
加
に
つ
な
げ
て
い
く
。
従
業
員

を
一
番
に
考
え
て
行
動
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
実
行

で
き
た
成
果
が
わ
か
り
ま
し
た
。
大
高
君
、
本
当

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
回
、
沖
縄
大
会
に
部
会
長
代
理
と
し
て
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
部
会
長
サ
ミ
ッ
ト
等
は
特
別

参
加
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
内
容
の

濃
い
大
会
で
今
後

の
活
動
等
に
生
か

し
て
い
け
る
内
容

で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
今
後
、
雲

南
法
人
会
の
活
動

に
活
か
し
、
租
税

教
育
、
健
康
経
営

を
青
年
部
会
内
で

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
さ

せ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

法
人
会
全
国
大
会
千
葉
大
会
参
加
報
告

全
国
青
年
の
集
い
沖
縄
大
会
参
加
報
告

　
　

税
制
委
員
長　

加
藤
　
欽
也

青
年
部
会
副
部
会
長　

野
々
村
　
武
志

　
　

正 会 員

賛助会員

支部・地区名 法　人　名 代表者名 加入月
奥出雲支部
雲南市支部三刀屋地区
雲南市支部木次地区

仁多興産㈲
鉞ツリーサービス㈱
㈱Ｃａｎｖａｓ雲南支社

佐　藤　和　彦
山　根　敬　司
藤　井　寛　幸

10月
11月
11月

新入会員紹介（令和４年度）
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《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告
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株式会社 出雲たかはし

■私の趣味
キャンプ・スノーボード

■私の健康法
毎日ラーメン健康生活

■我が社のモットー
おいしさを通じて、みんなの
笑顔と感動の輪をひろげます

　弊社は昭和２４年から出雲そば、ラーメン、
パスタ等の麺製造を行っており、地元の土産
店や飲食店、また全国のスーパーやミシュラ
ン三つ星の高級料亭へ販売しております。
　私は２０歳のときに東京から帰郷し、海外
事業や営業等の経験をした後、２４歳の時に３代目社長として就任しま
した。就任後は、食品事故や品質の不安定による返品や回収等も重なり、
幾度となくピンチを迎えましたが、社員とともに一つ一つの問題に諦め
ず真摯に取組み、現場から少しずつ改善を行った結果、取引先の信用を
取り戻すことに繋げることができました。
　近年は社内のＤＸ化にも取組み、生産・受注管理や社内コミュニケー
ションを円滑にし、培ったノウハウを他社に提供するコンサル業務も
行っております。これからも社員と共に成長し、誇りある豊かな人生を
築いていく為に、美味しさと新しい価値を創りあげ、限りなき麺作りへ
の挑戦を続けて参ります。

代表取締役社長 高　橋　大　輔
たか はし だい すけ

昭和55年9月26日生まれ

雲南市支部
加茂地区

製麺業

会員企業 紹介会員企業 紹介

有限会社 千原コーテック

■好きな言葉（座右の銘）
なんとかなーわい！

■趣味
スキー・ギター・宇宙の話

■健康法
腹筋・腕立て伏せ・晩酌

■いつも読んでいる本
宇宙のうらがわ
工事標準仕様書　

■わが社のモットー
真心をもって自己研鑽に励む

　私は中学卒業と同時に親元を離れ、大
阪で就職、同時に夜間高校から大学の建
築科を卒業し、結婚し子どもも授かりま
した。しばらく建設会社にいましたが、
長男であることの重圧から昭和６１年に地元へ戻り、縁あって有限会社
千原塗装店（現：有限会社千原コーテック）に入社しました。仕事をす
るにあたって、相談してくれる方のお役に立ちたい、頼りになる人間で
ありたいと思い、眼前のご依頼に切磋琢磨しているうちに、気が付けば
３０数年がたちました。前社長とは親族ではありませんが、平成２０年
には社長に任命され、今年で１５年になります。
　ご依頼された方の要望をまとめ、状況や予算などのご希望から適切と
思われる工法を選び、お客様に満足していただけるようお世話をするの
が私の役目です。
　毎日こまごまと仕事は尽きませんが、体調に留意し、施主様にも従業
員にも誠意をもって、調和のとれた会社経営ができるよう日々チャレン
ジしてまいります。

代表取締役 藤　原　美　樹
ふじ はら よし き

雲南市支部
三刀屋地区

建設業・塗装業

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告
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有限会社 岡田建設

■座右の銘
楽しいから笑うのではない、
笑うから楽しいのだ。

■私の趣味
バイクツーリング・野球観戦
BBQ

■わが社のモットー
吉田を守り、吉田を盛り上げる

　当社は、大正５年に大工として曾祖父
が創業しました。祖父の代で土木工事業
を、父の代で現在の有限会社岡田建設と
し建築・土木が主体の総合建設業として
現在に至ります。また平成２年には新規事業としてコンビニ事業に参入
し、奥出雲町でファミリーマート２店舗を開店しました。
　私は大阪の建設会社で土木のノウハウと、人との関わり方を学んでき
ました。吉田には尾道松江線のインター線ができるタイミングで帰省し
入社しました。その頃は工事量も多く多忙を極めておりましたが、従業
員のみんなと共に働くことでいい関係を築けたように思います。
　その後、令和２年８月より社長に就任いたしました。創業１００年を超
えるこの会社を次世代につなぎ、近年の大雪や豪雨災害などから吉田を守
る「地域の守り手」として在り続ける事が私の役目だと感じております。
　コロナも収束に向かいまた皆様とご縁をいただきたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願いいたします。

代表取締役 岡　田　　　誠
おか だ まこと

昭和52年7月28日生まれ

雲南市支部
掛合吉田地区

建設業・コンビニ事業

有限会社 クオリティライフ

■私の好きな言葉
誠実・力行・明朗・率直

■私の趣味
カメラ・温泉

■私の健康法
夏場の田んぼの草刈りと半身浴

■最近読んだ本
静思のすすめ

■わが社のモットー
一期一会出会いを大切にする

　ある出会いから、平成１７年４月に介護
サービス事業を行うために会社を設立し、同
年11月にデイサービス（定員１５名）とグ
ループホーム（１ユニット９名）を開設しま
した。民間企業として初めてこの地域で介護
事業に進出したわけですが、認知症の方が入所するグループホームの認
識不足もあり大変な時期もありました。平成２５年には地域の皆さんか
らの要望もありグループホーム１ユニット追加と住宅型有料老人ホーム
（７室）の増設を行い、地域の課題解決に向けた取組みが出来ました。
また平成２８年からは、「介護予防・日常生活支援・地域商業の活性
化」を目的としたショッピングリハビリを地元の横田蔵市内に店舗を構
えて行っています。まだまだ高齢化率は上がっていきますが逆に労働生
産人口の減少が著しくなっていくので、人材確保・事業承継・事業の多
角化などの諸問題にも取組み、地域に必要な企業としてこれからも頑
張っていきたいと思います。

代表取締役 石　原　直　樹
いし はら なお き

昭和36年３月８日生まれ

奥出雲支部

介護サービス

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方　

・
コ
ロ
ナ
禍
が
最
悪
期
を
脱
し
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
段
階
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
今
、
ま
ず
は
こ
の
コ
ロ
ナ
対
策
財
源
の

借
金
返
済
を
ど
う
進
め
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

・
す
で
に
米
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の

真
只
中
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
増
税
な
ど
を
含
め
た
大
枠

の
返
済
計
画
を
示
し
実
行
に
移
し
始
め
た
。
我
が
国
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
国
債
で
賄
っ
た
コ
ロ
ナ
対
策
費
の
負

担
に
つ
い
て
、
将
来
世
代
に
先
送
り
せ
ず
現
世
代
で
解
決

す
る
よ
う
返
済
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
こ
れ
ま
で
も
財
政
を
左
右
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
団
塊

の
世
代
が
、
つ
い
に
本
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
に
入
り
始

め
た
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
ま
で
に
少
な
く
と
も
Ｐ
Ｂ
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
財
政
健
全
化

が
国
家
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家
も
国
民
も
再
確
認

し
不
退
転
の
決
意
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

⑴
コ
ロ
ナ
禍
は
最
悪
期
を
脱
し
社
会
経
済
活
動
は
平
時
に

戻
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
相
応
の
需
要
喚
起
を
行
う
こ
と

も
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束

後
に
は
本
格
的
な
歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
に
入
れ

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具

体
的
な
削
減
・
抑
制
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、
着

実
に
改
革
を
実
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、
長
期
金
利
の
急
上
昇

な
ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
成
長
を

阻
害
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
銀
は
政
府

に
よ
る
過
剰
な
依
存
が
主
因
と
は
い
え
、
国
債
保
有
が

異
常
に
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
ほ
か
、
株
式
市
場
で

も
市
場
機
能
を
歪
め
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
金
融
政
策
は
正
常
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

際
に
は
政
府
と
日
銀
が
健
全
な
関
係
を
構
築
し
、
副
作

用
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
細
心
の
政
策
運
営
が
求
め

ら
れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と
保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
財
政
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
現

状
の
「
中
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
不
均
衡
を
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
と
い
う
正
常
な
姿
に
改
革
す
る
に
は
、
適
正
な

負
担
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率

化
」
に
よ
り
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
し
か
方
法
は
な
い
。

・
社
会
保
障
の
あ
り
方
で
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の

利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑴
年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所

得
高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付

削
減
」
等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、
デ
ジ

タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆
な
規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
抑
制
や
都
市
と
地
方
、
診
療
科
間
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配

分
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
政
府
の
新
目
標
で
あ
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
「
全
て
の
都
道
府
県
で
80
％

以
上
」
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
、
公
平
性
の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担

の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑷
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

⑸
少
子
化
対
策
で
は
、
現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保

育
等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援

に
関
与
で
き
る
よ
う
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら

な
る
活
用
に
向
け
て
検
討
す
る
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等
の
取
り
組
み
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑹
中
小
企
業
の
厳
し
い
経
営
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
へ
の

過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し
な

い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等
の
社
会

保
障
の
問
題
は
就
労
調
整
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
、
人
手
不
足
で
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
女
性
の
就
労
を
支
援
す
る
た
め

に
も
、
税
と
社
会
保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た

政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ

き
自
ら
身
を
削
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
下
の
諸
施
策

に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確
な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
国･

地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、
歳
費

の
抑
制
。　
　
　

⑵
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件

費
の
抑
制
。

⑶
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

⑷
積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
す
で
に
運
用
を
開
始
し
て
い
る

が
、
未
だ
国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
低

い
普
及
率
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混
乱
が
同

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
対
応
を
で
き
な
か
っ
た
結

果
に
よ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
政
府
は
制
度
の
意
義
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
は
よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
と
の
共
生

段
階
に
入
っ
た
が
、
欧
米
の
よ
う
に
本
格
化
は
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
業
種
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し
て
苦
境
か

ら
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
企
業
も
多
い
。
政
府
に
は
モ
ラ

ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
つ
つ
実
効

性
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。　

１
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

・
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
依

然
残
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価

格
の
上
昇
な
ど
が
重
な
り
、
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
中
に
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
例
も
珍

し
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
健
全
な

経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
が
、
持
て
る
能
力
を
十
分

に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立
で
あ
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を

本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

8
0
0
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の

適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も
1
6
0
0
万
円
程
度

に
引
き
上
げ
る
。
な
お
、
本
制
度
は
令
和
5
年
3
月
末

日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
本
則

化
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

⑵
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
・
簡
素
化
の

観
点
か
ら
、
政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め

て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、
以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で

あ
る
。  

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備

を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
。
な

お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
3

月
末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
は
、
損
金
算
入
額
の
上
限
（
合
計

3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。

⑶
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
）
や
、
中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
特
例
（
先
端
設
備
等
導
入
制
度
）
等
を
適

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と

も
に
、
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や

認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

　

な
お
、
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
「
固
定
資
産

税
の
特
例
」
「
中
小
企
業
防
災
・
減
災
投
資
促
進
税

制
」
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
投
資

促
進
税
制
」
は
、
令
和
5
年
3
月
末
日
が
適
用
期
限
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。

⑴
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要
国
と
比
較

す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並

み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く

に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従

事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
一

層
平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
要
件

を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見
直
し　
　
　

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・
消
費
税
は
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
に

欠
か
せ
な
い
が
、
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お

よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。
こ
の
た

め
、
か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率
が
望

ま
し
く
、
低
所
得
者
対
策
は
「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
。
政
府
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低
所
得
者
対

策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非

を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑴
令
和
5
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
」
の
登
録
申
請
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
業

者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
深

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

は
小
規
模
事
業
者
等
の
事
業
継
続
に
大
き
な
困
難
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
事
業
者
が
事
務
負
担
増
や
取
引
か

ら
排
除
等
の
理
由
に
よ
り
休
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
は
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書

等
保
存
方
式
」
の
維
持
、
ま
た
は
免
税
事
業
者
か
ら
の

仕
入
税
額
相
当
額
の
8
割
を
控
除
で
き
る
経
過
措
置
を

当
分
の
間
維
持
す
る
な
ど
、
弾
力
的
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
。　
　

⑵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
は
事

業
者
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る
よ
う
な
環
境
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業

者
と
取
引
を
行
う
に
際
し
、
取
引
価
格
の
引
下
げ
や
取

引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
、
実
効
性

の
高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶ 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
の
制
度
、
執
行

面
に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る

電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な
ど
、
事
業

者
の
事
務
負
担
、
納
税
協
力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て

い
る
。
特
に
電
子
デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
影
響
は
大

き
い
。
シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、
事
務
負

担
が
増
大
す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
曖
昧
さ
だ

け
で
な
く
、
自
治
体
と
診
療
所
を
含
む
医
療
機
関
の
間
で

の
意
思
疎
通
不
足
を
表
面
化
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
る
混
乱
は

現
在
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
医
療
制
度
の
抜
本
改
革
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
現
行
制
度
下
で
も
病
院

間
の
役
割
分
担
や
広
域
的
な
救
急
医
療
な
ど
自
治
体
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
で
き
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。

要
は
行
政
と
医
療
機
関
の
や
る
気
な
の
で
あ
る
。

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
い
か
し
た
活
性

化
戦
略
を
構
築
し
、
地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に
よ

り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
手
法
を
開
発
し
て
い

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
の

は
、
地
方
が
自
立
・
自
助
の
精
神
を
理
念
と
し
、
自
ら
の

責
任
で
必
要
な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改
革
を
企
画
・

立
案
し
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

⑴
地
方
創
生
で
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本

社
機
能
移
転
の
促
進
、
地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術

の
活
用
、
地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積

づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大

胆
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
の
問
題
は
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
と

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
や
危
機
対
応
に
つ
い
て
早
急

か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治

体
（
人
口
30
万
人
程
度
）
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
さ
ら

な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、
合
併
メ
リ
ッ
ト
を
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、
「
事
業
仕
分
け
」
の
よ
う
な
民
間
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、
各

自
治
体
に
お
い
て
も
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、
国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ

た
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）
が
改
善

せ
ず
に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
適
正
な
水
準
に
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠

す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠

し
た
給
与
体
系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑸
地
方
議
会
は
大
胆
に
ス
リ
ム
化
す
る
と
と
も
に
、
よ
り

納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
す
ぎ
る
議
員
報

酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適
正
化
を
求
め

る
。
行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
日
当
制
を

広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
の
執
行
を
効

率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め

る
。

・
ま
た
近
年
、
熊
本
を
は
じ
め
と
し
た
強
い
地
震
や
台
風
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い

る
。
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者
の

立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講

じ
、
被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
被
災
者
支
援
の
観
点

か
ら
、
災
害
に
よ
る
損
失
を
雑
損
控
除
と
切
り
離
し
た
、
新

た
な
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

・
欧
米
な
ど
の
制
度
や
議
論
の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
、
既
存

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を
図
り
、
幅
広
い
観

点
か
ら
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

１
．
法
人
税
関
係

⑴
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

①
役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

２
．
所
得
税
関
係

⑴
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。　

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

⑵
少
子
化
対
策

３
．
相
続
税
・
贈
与
税
関
係

⑴
現
在
、
政
府
等
に
お
い
て
、
「
資
産
移
転
の
時
期
の
選

択
に
中
立
的
な
税
制
」
の
構
築
に
向
け
、
相
続
税
と
贈

与
税
を
よ
り
一
体
的
に
捉
え
て
課
税
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
制
度
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
は
、
格
差

拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

税
負
担
が
今
以
上
に
重
く
な
ら
な
い
仕
組
み
と
す
べ
き

で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
現
行
の
相
続
税
の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分

課
税
）
は
、
相
続
人
の
相
続
額
に
応
じ
た
課
税
が
さ
れ

ず
、
一
人
の
相
続
人
の
申
告
漏
れ
が
他
の
相
続
人
に
も

影
響
す
る
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課
税
方
式

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

⑵
制
度
が
見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
贈
与
税
は
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
よ
う
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額
（
2
5
0
0

万
円
）
を
引
き
上
げ
る
。

４
．
地
方
税
関
係

⑴
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

　
　

令
和
4
年
の
全
国
の
公
示
地
価
は
、
2
年
ぶ
り
に
上

昇
に
転
じ
た
。
同
年
度
税
制
改
正
で
は
、
商
業
地
等
の

地
価
が
大
き
く
上
昇
し
た
場
合
の
負
担
調
整
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
令
和
5
年
度
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
は
ま
だ
残
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
同
様

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
計
画
税
と
合

せ
て
評
価
方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
、
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に

見
直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
申
告
対
象
外
と
な
る
「
少
額
資
産
」

の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産

（
30
万
円
）
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦
課
期

日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
。
ま
た
、
諸
外

国
の
適
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
廃
止
を
含
め
抜
本
的

に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
3
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵
事
業
所
税
の
廃
止

　
　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ
り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重

課
税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
。

⑶
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、
個
人
で
は
な
く
主
に
法
人

を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
。
課
税
の
公
平

を
欠
く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。　
　
　

⑷
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
収
確
保

の
た
め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

５
．
そ
の
他

⑴
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

⑵
森
林
環
境
税

　
　

令
和
6
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
森
林
環
境
税
に
つ
い

て
、
現
在
、
先
行
し
て
別
の
財
源
を
使
っ
て
地
方
自
治

体
に
配
分
（
令
和
４
年
度
は
5
0
0
億
円
）
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
半
分
が
使
い
残
さ
れ
基
金
と
し
て
積
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
税
が
有

効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
配
分
方
法
の

あ
り
方
な
ど
、
制
度
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

⑶
電
子
申
告



－14－



－15－



－16－



－17－



－18－



－19－



－20－



－21－

【筆者紹介】　伊藤壽一郎（いとう・じゅいちろう）東京都生まれ。学習院大学卒業後、産経新聞社に入社し、文化部、経済部、
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情報コーナー情報コーナー

　日本の食卓になじみ深い海の幸のひとつである「イカ」は、漁獲量が急減しているにもかかわらず、長い間、
養殖が不可能とされてきました。けれど、沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）の研究チームが、最近の研究
で持続的な養殖システムの開発に世界で初めて成功。５年後の商業化を目指して動き始めました。成功の背景
には、日本らしい温泉の仕組みを生かそうというアイデアがあったそうです。

■不可能とされていたイカ養殖
　日本のイカ漁獲量は、明治以降のピークだった昭和４３年に約７７万トンもありましたが、令和２年には約
８万トンにまで減少。原因は、乱獲とも気候変動ともいわれますが、詳しいことはよく分かっていません。
　世界では約６０年前から、養殖によりイカ資源の確保を目指す研究が行われてきましたが、実現できません
でした。イカは、まるで頭のように見える長い胴体のてっぺんを先頭にして、脚側に海水を勢いよく噴射して
泳ぎます。人間でいえば後向きに走るようなもので、水槽で育てようとすると壁に激突して傷つき死んでしま
います。
　また、ふ化直後の幼体の餌も不明。水温や水質にもデリケートで、少しの環境変化で全滅してしまうことから、
養殖は不可能だと言われてきました。

■持続困難の理由は海水劣化か
　そこでＯＩＳＴの研究チームは、さまざまなイカの中からアオリイカを養殖の対象に選びました。アオリイ
カは、一般的には耳やヒレと呼ばれる「エンペラ」という器官が大きく、これを波打たせることで、ゆっくり
と泳いだり、海水中で静止したりできます。そのため水槽の壁にぶつかりにくいのです。
　また、ふ化直後の餌も、イサザアミという体長１ｃｍ前後の甲殻類の仲間が使えると判明しており、幼体を
成体に育て、産卵・ふ化させるところまでは成功例がありました。ただ、何世代にもわたり維持することは困難で、
最も成功を収めた米国の研究チームでも、７世代でふ化率や生存率がわずか数％に落ち、持続できませんでした。
　この原因について、ＯＩＳＴのチームは、飼育時に使用する海水が自然界の状態と異なってしまうことが原
因ではないかと推測しました。水槽に海水をくみ上げ、汚れると濾過ポンプで浄化し循環させていましたが、
これだとどうしても海水が劣化してしまうからです。

■ふ化率、生存率９割超を実現
　そこで、日本の温泉で次々と湧き出る温泉水を注ぎ続けて湯船を快適に保ち、あふれた分は循環させずに下
水管に排出する「かけ流し方式」のように、フレッシュな海水をポンプで水槽に流し続け、あふれた分は海に
排出する「海水かけ流し方式」を試してみました。すると、アオリイカ幼体のふ化後９０日の生存率が９０％
を突破したのです。
　さらに、幼体の様子をビデオで撮影し、餌を食べたかどうかや、成長の様子の分析にも取り組みました。そして、
成長に最適な餌の分量や１日当たりの餌やり回数、水槽に入れるイカの密度などを割り出し、効率的な養殖シ
ステムを開発しました。
　その結果、平成２９年から今年までの５年間にふ化から繁殖までを１０世代にわたって繰り返し、５万匹以
上のアオリイカを誕生させることに成功。１０世代目時点のふ化率や生存率は９０％超を維持していました。
　研究チームは、養殖システムの商業化に向け漁業関係者や企業、行政などとの連携を進め、システムについ
ての特許も申請して、５年程度で商業化のめどをつけたいとしています。実現すれば、食用のイカ資源確保と
ともに、天然ものの乱獲抑制にもつながりそうですね。

アオリイカ養殖に世界初成功
温泉の「かけ流し方式」応用

産経新聞科学部記者　伊藤　壽一郎
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